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本
論
文
の
目
的
は
、
室
町
時
代
後
期
か
ら
江
戸
時
代
前
期(

一
六
世
紀
初
頭
～
一
七
世
紀
中
期)

を
中
近
世



移
行
期
と
し
、
村
落
民
の
身
分
構
造
の
究
明
を
通
し
て
、
こ
の
時
期
の
村
落
構
造
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。

村
落
の
行
事
・
祭
祀
を
維
持
し
た
村
落
民
の
身
分
体
系(

村
落
内
身
分)

と
そ
の
費
用
負
担
体
系(

村
落
財
政)

の
あ
り
か
た
を
、
中
世
後
期
か
ら
近
世
前
期
の
各
段
階
で
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
、
中
近
世
移
行
期
村
落
の

特
質
を
究
明
し
た
。
本
研
究
で
は
、
従
来
、
惣
村
・
宮
座
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
畿
内
近
国
を
中
心
に
、
現
在

も
宮
座
慣
行
が
残
る
紀
伊
国
を
主
要
な
場
と
し
て
設
定
し
た
。 

 
 

序
章
で
は
、
中
近
世
移
行
期
村
落
に
関
す
る
従
来
の
研
究
が
中
世
・
近
世
そ
れ
ぞ
れ
の
側
か
ら
独
自
に
な

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
中
近
世
を
一
貫
し
て
見
通
す
観
点
が
欠
落
し
て
い
る
状
況
を
指
摘
し
た
。
そ
の

う
え
で
、
中
近
世
移
行
期
を
一
つ
の
時
代
相
と
し
て
捉
え
、
こ
の
時
期
の
村
落
を
そ
の
内
側
か
ら
問
い
直
す

こ
と
の
研
究
史
上
の
意
義
を
論
じ
た
。 

 
 

第
一
章
「
乙
名
・
村
人
の
形
成
と
臈
次
成
功
身
分
」
で
は
、
村
落
内
身
分
で
あ
る
乙
名
・
村
人
身
分
が
中

世
後
期
に
形
成
し
た
こ
と
を
、
村
落
財
政
と
村
落
官
途
と
の
関
連
か
ら
追
求
し
た
。
村
落
内
身
分
が
村
落
財

政
を
基
盤
と
し
た
臈
次
成
功
身
分
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
第
一
節
「
乙
名
・
村
人
の
形
成
」
で
は
、
「
住

人
」
呼
称
・
「
村
人
」
呼
称
を
手
が
か
り
に
乙
名
・
村
人
身
分
の
形
成
を
あ
と
づ
け
た
。
①
一
二
世
紀
末
期

以
降
、
「
住
人
」
呼
称
は
儀
礼
的
・
形
式
的
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
一
方
で
百
姓
呼
称
が
頻
用

さ
れ
は
じ
め
た
。
百
姓
呼
称
の
増
加
は
、
村
落
集
団
内
に
お
け
る
「
住
人
」
呼
称
の
政
治
的
・
社
会
的
な
意

義
を
低
下
さ
せ
た
。
②
一
三
世
紀
に
悪
党
が
村
落
集
団
か
ら
析
出
し
た
こ
と
に
よ
り
、
古
老
・
住
人
集
団
は
、

変
動
・
分
解
の
危
機
的
な
局
面
に
た
っ
た
。
こ
れ
と
並
行
し
て
古
老
・
住
人
集
団
に
対
し
て
「
下
か
ら
の
つ

き
あ
げ
」
が
な
さ
れ
た
。
①
・
②
の
要
因
か
ら
、
古
老
・
住
人
集
団
の
諸
機
能
は
各
村
落
に
分
散
し
、
乙
名
・

村
人
集
団
に
継
承
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
一
三
世
紀
中
期
に
古
老
・
住
人
身
分
か
ら
乙
名
・
村
人
身
分
へ

転
換
し
た
の
で
あ
る
。
第
二
節
「
村
落
財
政
と
乙
名
・
村
人
」
で
は
、
乙
名
・
村
人
の
村
落
財
政
収
入
に
は

惣
有
地
と
宮
座
役
（
頭
役
・
官
途
直
物
）
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
惣
有
地
は
、
荘
園
免
田
と
、
新
た
に

乙
名
・
村
人
ら
の
寄
進
・
買
得
に
よ
り
集
積
し
た
田
畠
や
山
林
な
ど
で
あ
る
。
免
田
も
含
め
惣
有
地
は
、
乙

名
・
村
人
集
団
が
管
理
し
て
お
り
、
村
落
宮
座
独
自
の
財
源
で
あ
っ
た
。
宮
座
役
の
う
ち
頭
役
は
、
主
に
恒

例
年
中
行
事
を
運
営
す
る
た
め
の
重
い
負
担
で
あ
っ
た
。
官
途
直
物
は
、
烏
帽
子
成
、
官
途
成
、
乙
名
成
、

入
道
成
な
ど
の
際
に
、
そ
の
儀
礼
の
該
当
者
か
ら
村
に
醵
出
さ
れ
た

な
お
し
も
の

直

物
の
こ
と
で
、
一
定
期
間
プ
ー
ル
し

た
り
一
時
期
に
集
中
し
て
収
取
し
て
、
臨
時
の
大
支
出
で
あ
る
村
落
寺
社
造
営
な
ど
の
費
用
に
充
て
ら
れ
た
。

頭
役
に
も
「
込
頭
」
・
「
料
頭
」
な
ど
臨
時
の
支
出
に
対
応
す
る
も
の
が
あ
り
、
恒
例
の
仏
神
事
に
官
途
直

物
が
充
て
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
頭
役
と
官
途
直
物
は
村
落
財
政
の
一
環
と
し
て
共
通
す
る
面
が
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
ま
た
官
途
成
と
同
じ
く
頭
役
に
も
、
通
過
儀
礼
的
な
性
格
が
あ
っ
た
。
頭
役
や
官
途
直
物
は
乙
名
・

村
人
身
分
の
者
の
み
が
勤
仕
で
き
、
そ
れ
以
外
の
村
落
住
民
は
排
除
さ
れ
て
い
た
。
村
落
官
途
は
、
乙
名
・

村
人
の
身
分
標
識
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
第
三
節
「
村
落
官
途
と
乙
名
・
村
人
」
で
は
、
成
功
制
と
の
関
連
か

ら
村
落
官
途
の
形
成
と
展
開
を
論
じ
た
。
荘
内
寺
社
の
修
造
費
用
を
村
人
が
負
担
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
村

落
成
功
に
よ
っ
て
、
村
落
官
途
は
形
成
し
た
。
村
落
官
途
は
、
村
落
成
功
の
後
身
で
あ
る
村
落
宮
座
に
お
け

る
官
途
成
の
儀
礼
を
通
過
す
る
こ
と
に
よ
り
乙
名
・
村
人
身
分
の
者
が
得
る
こ
と
の
で
き
た
、
身
分
的
特
権



で
あ
っ
た
。
第
四
節
「
臈
次
成
功
身
分
」
で
は
、
成
功
制
と
村
落
官
途
成
と
の
関
連
を
乙
名
・
村
人
身
分
の

あ
り
か
た
か
ら
考
察
し
た
。
ま
ず
数
多
く
の
村
落
官
途
の
な
か
に
五
位
職
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
村
落

民
衆
が
五
位
の
称
号
を
名
乗
っ
た
こ
と
は
、
律
令
制
的
位
階
秩
序
の
形
骸
化
を
象
徴
し
て
い
る
。
村
落
官
途

の
形
成
・
展
開
な
ど
に
よ
り
、
成
功
制
は
形
骸
化
し
た
。
つ
ぎ
に
村
落
官
途
の
あ
り
か
た
を
、
村
落
内
に
お

け
る
身
分
差
別
の
観
点
か
ら
考
察
し
た
。
村
落
内
身
分
差
別
は
、
中
世
前
期
に
お
け
る
宮
座
集
団
か
ら
の
疎

外
に
加
え
、
中
世
後
期
か
ら
は
官
途
名
を
介
す
る
差
別
に
よ
り
一
層
強
化
さ
れ
、
近
世
村
落
に
も
深
刻
な
影

響
を
及
ぼ
し
た
。
乙
名
・
村
人
身
分
は
、
集
団
加
入
年
齢
（
年
臈
）
に
よ
る
階
梯
的
秩
序
（
村
の
臈
次
）
と
、

頭
役
や
官
途
直
物
な
ど
の
負
担
（
村
の
成
功
）
と
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
「
臈
次
成
功
身
分
」
で
あ
る
。
中

世
の
村
落
内
身
分
は
、
身
分
の
内
実
と
し
て
は
臈
次
成
功
身
分
な
の
で
あ
っ
た
。 

 
 

第
二
章
「
乙
名
・
村
人
か
ら
年
寄
衆
・
座
衆
へ
―
紀
伊
国
東
村
を
中
心
に
―
」
で
は
、
中
近
世
移
行
期
に

お
い
て
、
村
落
内
身
分
が
乙
名
・
村
人
身
分
か
ら
年
寄
衆
・
座
衆
身
分
へ
と
推
移
し
た
こ
と
を
、
紀
伊
国
東

村
を
主
な
事
例
と
し
て
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
年
寄
衆
・
座
衆
身
分
は
、
宮
座
と
一
体
の
村
落
内
身
分
で
あ

り
、
中
近
世
移
行
期
以
降
に
特
徴
的
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
節
「
村
落
財
政
の
動
揺
」
で
は
、

村
落
内
身
分
の
変
化
の
前
提
で
あ
る
一
六
世
紀
中
期
か
ら
の
村
落
財
政
の
動
揺
・
変
貌
を
概
観
し
た
。
領
主

に
よ
る
没
収
等
の
惣
有
地
の
動
揺
・
解
体
に
よ
り
、
宮
座
役
負
担
が
さ
ら
に
重
く
な
り
そ
の
徴
収
も
困
難
に

な
っ
て
き
た
。
そ
の
一
方
で
、
頻
発
す
る
山
林
な
ど
の
堺
相
論
に
か
か
る
裁
判
費
用
な
ど
の
支
出
も
増
大
し
、

村
落
は
借
銭
を
重
ね
る
よ
う
に
な
っ
た
。
収
入
の
限
界
・
支
出
の
増
大
と
い
う
逼
迫
し
た
財
政
状
況
に
対
応

す
る
た
め
、
新
し
い
収
入
源
と
し
て
「
村
の
棟
別
銭
」
す
な
わ
ち
「
家
役
」
が
登
場
し
た
。
中
近
世
移
行
期
、

村
落
財
政
の
財
源
は
、
動
揺
し
な
が
ら
も
次
第
に
惣
有
地
・
宮
座
役
か
ら
家
役
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。
第
二
節
「
署
判
か
ら
み
た
乙
名
・
村
人
及
び
年
寄
衆
・
座
衆
」
で
は
、
村
落
民
の
名
前
か
ら
、
乙
名
・

村
人
か
ら
年
寄
衆
・
座
衆
へ
の
推
移
を
考
察
し
た
。
一
五
世
紀
後
期
ま
で
は
、
官
途
名
、
法
名
、
氏
姓
型
排

行
が
一
般
的
で
あ
る
。
一
六
世
紀
に
は
、
官
途
名
、
単
な
る
排
行
、
氏
姓
型
排
行
が
一
般
的
と
な
る
。
成
人

男
子
で
も
幼
名
を
名
乗
る
よ
う
に
な
り
、
官
途
名
や
単
な
る
排
行
が
増
加
し
た
。
こ
れ
は
、
官
途
成
な
ど
宮

座
儀
礼
の
硬
直
化
と
そ
れ
に
対
す
る
反
発
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
法
名
が
激
減
す
る
が
、
こ
れ
は
年

寄
衆
・
座
衆
の
村
落
運
営
が
動
揺
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
第
三
節
「
紀
伊
国
東
村
に
お
け
る
村
落

財
政
の
変
質
と
宮
座
の
分
裂
・
変
質
」
で
は
、
一
五
世
紀
末
期
か
ら
一
六
世
紀
初
期
の
東
村
で
、
有
力
な
乙

名
・
村
人
が
高
利
貸
活
動
な
ど
に
よ
り
用
水
権
を
集
積
し
、
そ
の
一
方
で
村
落
外
に
加
地
子
得
分
や
用
水
権

な
ど
が
流
出
し
て
い
た
点
を
ま
ず
指
摘
し
た
。
そ
れ
に
対
し
東
村
は
自
力
で
諸
権
利
の
回
収
を
は
か
っ
た
が
、

一
六
世
紀
に
は
村
落
定
書
の
規
制
に
と
ど
ま
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
東
村
の
借
銭
や
惣
有
地
の
減
少
な
ど
、

村
落
財
政
の
深
刻
な
動
揺
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
並
行
し
て
東
座
と
対
立
し
疎
外
さ
れ
た
西
座
構
成
員
は
、
守

護
勢
力
に
内
通
し
被
官
化
し
た
。
そ
の
た
め
東
村
宮
座
は
、
西
座
を
排
除
し
て
東
座
一
座
で
再
結
集
を
遂
げ
、

領
主
粉
河
寺
の
氏
人
身
分
を
受
容
し
て
氏
人
中
と
な
っ
た
。
一
方
、
村
落
財
政
の
動
揺
に
対
応
し
て
、
非
宮

座
成
員
に
も
家
役
を
賦
課
し
た
。
そ
の
反
対
給
付
が
非
宮
座
成
員
の
入
座
（
新
座
衆
）
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に

対
し
て
氏
人
身
分
は
、
新
座
衆
を
（
宮
座
内
）
差
別
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
六
世
紀
中
期
か
ら
村



落
財
政
の
主
導
権
は
、
東
村
宮
座
か
ら
中
村
（
東
野
）
・
井
田
・
池
田
垣
内
と
い
う
東
村
内
の
三
集
落
へ
移

行
し
て
い
く
。
近
世
の
年
寄
衆
・
座
衆
集
団
は
、
政
治
的
・
経
済
的
な
主
導
力
を
失
い
、
単
な
る
祭
祀
集
団

と
な
っ
た
。 

 
 

第
三
章
「
年
寄
衆
・
座
衆
と
近
世
村
落
―
紀
伊
国
荒
川
荘
・
大
和
国
竜
門
惣
郷
を
中
心
に
―
」
で
は
、
紀

伊
国
荒
川
荘
・
大
和
国
竜
門
惣
郷
を
事
例
と
し
、
中
近
世
移
行
期
に
年
寄
衆
・
座
衆
身
分
が
変
質
し
、
村
落

内
身
分
が
中
世
の
臈
次
成
功
身
分
か
ら
近
世
の
家
格
制
へ
変
化
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
第
一
節
「
紀

伊
国
荒
川
荘
に
お
け
る
年
寄
衆
・
座
衆
」
で
は
、
年
寄
衆
・
座
衆
が
山
野
や
墓
所
な
ど
の
共
同
用
益
を
基
盤

と
し
て
、
宮
座
や
葬
祭
な
ど
に
関
し
て
荒
川
荘
を
統
括
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
年

寄
衆
・
座
衆
を
中
核
と
す
る
「
庄
中
」
の
収
取
請
負
体
制
が
あ
っ
た
。
第
二
節
「
年
寄
衆
・
座
衆
の
再
編
と

変
質
」
で
は
、
荒
川
荘
宮
座
に
新
座
衆
が
進
出
し
、
新
座
衆
が
八
幡
講
、
年
寄
衆
・
座
衆
が
宮
講
大
日
講
を

結
ん
で
互
い
に
対
立
し
て
い
た
状
況
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
新
座
衆
と
の
対
立
の
な
か
で
、
年
寄
衆
・
座

衆
は
弱
体
と
な
り
硬
直
化
し
て
い
っ
た
。
第
三
節
「
年
寄
衆
・
座
衆
と
庄
中
の
意
義
」
で
は
、
近
世
（
寛
永

期
）
の
庄
中
に
は
年
寄
衆
・
本
座
衆
で
庄
屋
で
あ
る
者
が
み
ら
れ
る
と
同
時
に
、
新
座
衆
の
庄
屋
が
代
表
の

一
員
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
年
寄
衆
・
座
衆
が
形
骸
化
し
、
庄
中
が
再
編
し
た
。

し
か
し
一
方
、
寛
永
期
で
も
年
寄
衆
・
本
座
衆
が
庄
中
の
代
表
者
と
な
っ
て
お
り
、
天
正
期
以
来
の
「
当
番
」

制
な
ど
の
運
営
方
式
を
維
持
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
庄
中
は
、
中
世
以
来
の
村
連
合
体
と
し
て
の
あ
り
か

た
を
維
持
し
て
、
近
世
領
主
の
新
た
な
分
裂
的
な
支
配
に
対
抗
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
第
四
節
「
大
和
国
竜

門
惣
郷
に
お
け
る
宮
座
と
家
」
で
は
、
大
和
国
竜
門
惣
郷
を
事
例
と
し
て
、
中
近
世
移
行
期
の
惣
郷
宮
座
に

家
の
論
理
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
惣
郷
宮
座
が
変
質
・
衰
退
し
村
落
民
が
個
別
村
落
宮
座
へ
結
集

し
て
い
っ
た
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
背
景
に
臈
次
成
功
身
分
か
ら
家
格
制
へ
と
い
う
村
落
内
身
分
の

転
換
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
家
役
や
新
座
衆
の
関
連
か
ら
指
摘
し
た
。
こ
の
よ
う
に
年
寄
衆
・
座
衆
身
分
は
、

臈
次
成
功
身
分
と
し
て
も
と
も
と
年
齢
階
梯
的
な
身
分
秩
序
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
硬
直
化
し
て
年
寄
衆
の

家
・
座
衆
の
家
・
非
座
衆
の
家
と
い
う
よ
う
な
形
で
家
格
に
固
着
し
た
も
の
へ
と
か
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。 

 

終
章
で
は
各
章
を
ま
と
め
て
、
村
落
内
身
分
と
は
、
村
落
集
団
に
よ
り
お
の
お
の
独
自
に
認
定
・
保
証
さ

れ
、
一
義
的
に
は
そ
の
村
落
成
員
の
間
で
通
用
し
、
村
落
財
政
に
よ
り
支
え
ら
れ
た
身
分
体
系
で
あ
る
と
規

定
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
中
近
世
移
行
期
に
お
け
る
村
落
の
特
質
は
、
村
落
宮
座
の
結
集
原
理
が
臈
次
成
功

身
分
か
ら
家
格
制
へ
と
変
化
し
た
こ
と
（
中
・
近
世
村
落
の
断
絶
面
）
、
村
落
内
身
分
秩
序
が
家
格
制
と
い

う
形
で
近
世
村
落
に
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
（
中
・
近
世
村
落
の
連
続
面
）
の
二
点
に
あ
る
と
結
論
づ
け
た
。

そ
し
て
こ
の
結
論
を
も
と
に
、
村
落
内
身
分
を
軸
に
し
た
新
し
い
村
落
史
研
究
を
展
望
し
た
。 

 

な
お
本
論
文
は
、
加
筆
・
再
構
成
の
う
え
、
『
日
本
中
世
村
落
内
身
分
の
研
究
』
と
し
て
校
倉
書
房
よ
り

刊
行
し
た
。 

 


